
兵庫県立こども病院臨床倫理指針 
                                           
 
（１） 患者さん・ご家族の権利を守り最善の利益を追求する医療の提供を最優先に考えま

す。 
（２） 患者さん・ご家族の信条や価値観にも配慮した上で、納得の得られる方法を考えま

す。 
（３） 患者さん・ご家族のご意向を尊重します。 

・診療内容・医療行為について十分な説明を行ったうえで、患者さん・ご家族が自己

決定できるように支援し、その意思を尊重いたします。 
・医療行為を拒否された場合は、その理由を検討し最善の治療法を一緒に考えます。 
・不要な医療行為は行いません。 
・十分に納得した最善の治療を選択して頂くために「セカンド・オピニオン」の 
機会を保障します。 

（４） 患者さん・ご家族のプライバシーに配慮し、個人情報を保護し守秘義務を守ります。 
（５） 倫理的問題が関わる医療行為については、医療・倫理に関する法令やガイドライン

を遵守するとともに、院内において十分審議・検討を行います。 
 
 
 
 
 


